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税務・法律相談室

Ｑ　都心に近く比較的土地価格の低い、旧農家集
落内の農地(現在は休耕地)を購入して、将来、住宅
を建てたいと考えているのですが、市街化調整区域
内にあるので住宅建築等は簡単ではないと聞きま
したが、どうなのでしょうか？
Ａ　ハイ、その通りです。まずは用語として野菜・サト
ウキビなど現実に耕作利用されている土地を農地、建
物・構築物等の敷地に利用されている土地を宅地とい
います。
　両者は異なる土地利用のため農地には農地利用に
係る農地法や農業振興地域に関する法律等が、宅地
には建物建築等に係る都市計画法や建築基準法等が
主に適用されます。
　一般的に、農地を宅地へと用途転換するにあたって
は、資産価値・市場価値が大きく変動すること等から
前記法律などによる厳しい法令上の制限が掛かりま
す。ただ、農業振興地域の整備に関する法律による農
用地区域外（農用地区域に指定された農地においては
住宅建築に基づく開発許可等は一般的に不可能）で、
かつ農地法第5条に基づく知事の許可を得た場合、さ
らに市街化調整区域に係る法令上の要件を満たせば
住宅建築等は可能になる場合もありますが、建物建築
が可能な農地（宅地見込地、また市街化の影響を受け
た農地と言われています。）は限定され売物は少なく、
市場性が制約されるなど取引は機会的であります。
Ｑ　そうなんですか、その要件とはどのようなもの
でしょうか。
Ａ　ハイ、一般的なお話をさせていただくと、宅地転
換に当たり当該農地が農業振興地域に関する法律に
よる農用地区域外（通称：農振白地、農地転用許可

基準上の第3種農地）の農地（畑地、田地）であるこ
とが大前提となります。
　それから以下のような話の流れになりますが、いず
れにせよ前もってお勉強するなどの知識が必要であ
りますし、土地価格が安いといっても確認作業や書
類手続きにより時間、費用が掛かります。農村で「売
農地建築可」という立看板等が見受けられますが、こ
れは地元事情に精通した業者等が販売・仲介するも
ので比較的安心なのですが、自分でこれら手続等を
進めるのはお勧めできません。
　一般的な話しとしては、まず、当該農地が所在する
役場の農業委員会等で、農業振興地域の整備に関す
る法律による農用地区域の指定があるか否かを確認
することが必要になります。また、農地を農地以外の
ものにするため所有権を移転し、賃借権等を設定す
る場合には当事者が前記農業委員会を通して農地
法第5条に基づく知事の許可を受けなければなりま
せん。さらに市街化調整区域は、市街化を抑制すべ
き区域であるため、土地の開発及び建築制限は市街
化区域に比較して厳しく、市街化を促進しないものや
公益的なものに限り開発が認められています。ただ
し、市街化を禁止あるいは防止するという区域では
ないので、現状を維持して、支障のない場合又はやむ
を得ない場合には例外的に市街化を認めることもあ
り、都市計画法により開発許可制度（都市計画法第
29条・同法第33条・同法第34条）及び建築許可制度
（都市計画法第42条・同法第43条）が制度化されて
います。
　現実の取引は、上記法律のほか条例及び指導要綱
等の土地利用上の規制も厳しいため法改正前のいわ
ゆる既存宅地や、自己用住宅立地緩和区域（都市計
画法第34条第11号の区域）等を除き、住宅開発は困
難な地域事情を反映して、一般の取引は少ないです。
これら地域は、旧農家集落地域内やその周辺に多
く、住民も古くから定住する血縁・親族・知人・友人等
が主であるため、狭い生活圏での住民結束力の強い
場所柄であり、地区外からの需要者は概して少ない
です。反面、将来の宅地予備軍や宅地関連施設地と
して既存農家に隣接する農地等を建築資材置場、駐
車場、一時利用のコンテナ置場等に利用するため地
区外需要者が購入するケースも少なくありません。
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中国へのビジネス展開の第一歩

市街化調整区域内の未利用の農地(休耕地）に
おける住宅建築について
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先日、私の勤める会社の関連会社との提携で「第1回インターネットを活用した中
国市場参入研究会」を開催した。今回、その研究会開催の動機と研究会の一部内
容をまとめて簡単に紹介したい。中国市場に興味を持っている方々のご参考にな
ればと思う。
●中国巨大消費市場への進出
　ご存知のように、中国経済は改革開放から30年間
に渡り高度発展を続けている。GDPは既に日本を抜
いて世界第2位となった。近年、中国人富裕層が急増
して生産大国から消費大国に転換しつつあり、中国市
場は2011年と比較して2016年には2倍にも拡大する
と予測されている。2009年には、ついに中国がアメリ
カを抜いて日本の最大輸出、輸入相手国となった。日
中経済交流が密になり、双方の貿易活動が盛んになっ
ているのは現実なのだ。
　沖縄においては、中国人観光客の誘致に積極的に
取り込んでいる。中国人向けの数次ビザが2011年7
月1日からスタートし、今後沖縄を訪ねる中国人観光客
がますます増えると予測されている。既に航空便や船
便の増便、チャーター便も実現されている。中国人観
光客の消費力が身近に感じられ、大きなビジネスチャ
ンスが目に見えるようになってきた。
　ところが、中国巨大市場の魅力を感じる一方、「どの
ように中国市場へ参入するか」、「どのようにすれば中
国人観光客がもっと商品を購入してくれるのか」、「中
国人との接し方がわからない」などと思う人が少なくな
い。「中国とのビジネスは難しい」、「中国人はずるい」
などの警戒心を持っている人もいるようだ。しかし、多く
の日本企業が既に中国で成功しているのも事実だ。調
べたところ、日本の一流企業の6割が中国に進出して
いる。例えば、トヨタ、日産、パナソニック、キャノン、ファミ
リーマート、ローソンやユニクロ等である。日本貿易振
興機構（JETRO）の統計によると、中国に進出している
日系企業数が2009年末には22,263社に達している。
　こういった状況の下で、沖縄の企業界は決して眠っ
ていてはいけない。かつての中継貿易で栄えた万国津
梁時代に戻るためには、やはり中国市場への進出が
不可欠であると深く感じている。

●相互理解のコミュニケーション
　中国へのビジネス展開の第一歩は、ビジネスよりま
ず先に、中国の文化、社会、価値観、生活習慣、考え方
などを勉強しなければならないと思う。外国人とはコ
ミュニケーションをとるだけでも大変なのに、その上、さ
らにビジネスをするのは一層難しい。
　例えば、商品包装。中国人はプレゼントをすることを
「送礼」という。伝統的なコミュニケーションの手段で、
重要な人脈づくりの1つだ。中国では、プレゼントがどん
なものかが重視され、包装はただの見た目だけのもの
と認識されている。つまり、包装は全く重要ではなく、プ
レゼントの中身が大切だということだ。だから、中国人
同士の「送礼」では、普通のビニール袋に、時には包装
もせず裸のままでプレゼントを渡すことがある。そういう
事情を知らないとトラブルも起こる。箱が破れたまま商
品を日本に出荷し、日本側が怒ったという話があると聞
いた。日本側が気分を害するのも理解できるが、中国
では、商品自体に何も問題がないのに文句を言うのは
おかしいと思う人もいれば、日本人は細かすぎ、厳しす
ぎと思う人も少なくない。
　私はやはり双方の理解が大きなカギだと思う。相手
国の商品事情、消費文化、サービス内容等についての
認識の差を解消するためには、コミュニケーションが最
も重要になってくる。お互いの信頼関係ができるまで
常に連絡を取り合い、確認、そして再確認していくのが
成功のポイントだ。だからこそ、中国とのビジネスにお
いては、お互いによく理解でき、信頼できるパートナー
を見つけるのが前提だ。
　中国では、日本人はまじめで礼儀正しく、約束や規
則をきちんと守るので、一度ビジネスが成功すれば長
く関係が続けられるという評価もある。ぜひ、慌てず知
識の充電や心の準備をしてから中国市場へ進出して
ほしい。
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